
黒潮町体験交流施設（８号室）使用者募集要項

体験交流施設を使用し、観光振興及び産業振興の推進を図るため、推進に寄与いた

だける運営者を公募します。

１ 施設の概要

（１） 名称 黒潮町体験交流施設 ８号室

（２） 所在地 黒潮町入野２０６番地４

（３） 面積 １階 １２２．２５㎡

（４） 主体構造 鉄骨造

２ 募集スケジュール

３ 運営条件・運営方法

（１） 施設の目的

黒潮町の体験型観光の拠点施設とし地域間交流の拡大を図り、観光振興及び産

業振興の推進を資することを目的とした施設。

（２） 営業時間

原則として午前７時００分から午後９時００分までの間とする。

（３） 使用者の負担

・使用料（月額） ２０，９５０円（消費税及び地方消費税を含む）

・電気および水道の使用に係る経費は、使用者負担とする。

その他の通信費、消耗品費、その他運営に関する経費（施設内の清掃、ゴミの

処分など）については、全て運営者の負担とします。

（４） 使用料の納付

別途、通知する納付書により納期限までに納付をお願いします。

（５） 施設の改装等

使用者は、施設の改装、模様替えを必要とする場合は、事前に町と協議を行う

こととし、その費用は運営者の負担とします。

（６） 転貸の禁止

使用者は、施設を他の者に転貸することはできません。

（７） 廃業の届出および原状回復

募集の開始 令和８年５月１日（金）から

現地案内会への参加申込期間 令和８年５月１日（金）から８日（金）まで

現地案内会の開催 令和８年５月１１日（月）

募集の終了 令和８年５月１５日（金）

審査委員会の開催 令和８年５月下旬

結果の通知 令和８年５月下旬

施設の利用開始 令和８年６月１日（予定）



事業を廃止し、施設を返還しようとする使用者は、1箇月前までに町に届け出
をしてください。また、使用者は、その責めに帰すべき事由により建物、備品及

びその他の物件を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、返還しなけ

ればならない。なお、原状回復にかかる費用については、運営者の負担とします。

（８） 使用許可の期限

使用期限は許可の日から１年以内とする。

引き続き使用を希望する場合は期限の１箇月前までに更新の手続きをするも

のとする。

４ 応募資格・募集方法・選考方法

（１） 応募資格要件

下記要件に全て該当する者とする。

① 黒潮町に住所を有する者

② 黒潮町の観光振興、産業振興の活性化に資する事業を行う者であること。

③ 前号の事業が公序良俗に反しないものであること。

④ 暴力団及び暴力団関係でない者であること。

（詳細は黒潮町体験交流施設施設設置及び管理に関する条例第５条のとおり）

（２） 募集概要 黒潮町体験交流施設 ８号室の１室のみ

（２） 使用者の選考方法 書類選考

（３） 必要書類 ①使用許可申請書

②本人確認書類（運転免許証またはマイナンバーカードの写し）

③誓約書

④収支予算書

⑤運営事業計画書

（４） 提出期間 令和８年５月１日（金）から令和８年５月１５日（金）まで

※但し、持参される場合は上記期間の平日午前８時３０分から午後５時１５分ま

でとし、土・日曜日・祝日は除く。

（５） 提出部数 １部

（６） 提出方法 持参又は郵送とします。

（７） 必要書類の配布及び提出場所 黒潮町入野５８９３番地 本庁２Ｆ

黒潮町役場産業推進室 観光係

５ 現地案内会の開催

黒潮町体験交流施設８号室について、現地案内会を開催します。参加を希望される

場合は令和８年５月８日（金）午後５時１５分までに、下記記載の「６ お問い合わ

せ先」まで電話またはメールでご連絡ください。

（１） 開催日時 令和８年５月１１日（月） 午後１４時００分から

（２） 開催場所 体験交流施設８号室

（３） 内 容 施設の案内



６ お問い合わせ先

黒潮町役場 産業推進室 観光係

電 話 ０８８０－４３－２１１３

メール 10280020@town.kuroshio.lg.jp


